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2019年 12月 17日 

 

在学生各位 

白 鷗 大 学 

学長 奥島 孝康 

 

台風１９号における水害被害の復旧状況と在学生への支援について 

 

この度の台風１９号による被害に遭われた地域・世帯の皆様に心よりお見舞い申し上げます。 

大行寺キャンパスの浸水被害により、皆様にはご不便をおかけしております。少しずつですが、  

復旧してまいりましたので、現在の状況と在学生への支援についてご報告させていただきます。 

 

記 

１．学生食堂シェモア 

・厨房部分は復旧工事中のため、食事の提供はできません。（来年１月中旬に営業再開予定） 

・次の場所に、引き続き電子レンジ等を設置していますのでご利用ください。 

シェモア 電子レンジ２台、電気ポット２台、ウォーターサーバー2 台 

１号館ロビー 電子レンジ１台、ウォーターサーバー２台 

 

 

２．総合図書館分館 

・１階と２階が利用できます。１階のワークステーションにパソコン７７台を設置しました。 

・地下１階は、学習スペース、ラーニングコモンズとして年内に工事完了の予定です。 

 

 

３．１号館１階 

・場所により補修工事を行っておりますが、通常通り使用できます。 

 

 

４．インフラ 

・代表電話（0285-22-8900）と事務局の各部署の電話はお受けできます。（12 月 24 日復旧予定） 

・各研究室の電話はお受けできませんので、教員へは電子メールやＦＡＸ等で連絡してください。

大行寺キャンパスＦＡＸ番号：0285-22-8989 

・水道水はすでに飲用できる状態になっています。 

・空調機器は概ね復旧しておりますが、一部修理中の教室があります。 

 

 

５．自動販売機の設置場所 

 ・１号館１階３台、外部１台 

 ・１号館アネックス外部３台 

・２号館１階シェモア内３台（うち１台はカップ麺）、ロビー２台、2 階１台 

・第一体育館２台 



2 

 

６．コピー機、課金プリンタの設置場所 

 

 

 

   

 

７．被災学生に対する大学支援について 

・2019 年台風１９号により被災した本学学生で、経済的に就学困難となったものに対して、    

学生納付金の免除等を行います。なお、申請書類の提出は 11月 12日～11月 28日で締切りました。 

 

【支援内容】＊免除の対象は 2019年度分納２期目分の学生納付金 

(1) 学生納付金負担者が死亡した場合 当該学生納付金の全額免除  

(2) 学生納付金負担者の住居が全壊、流失した場合 当該学生納付金の全額免除  

(3) 学生納付金負担者の住居が半壊した場合 当該学生納付金の半額免除  

(4) 学生納付金負担者の住居が床上浸水した場合、５万円の見舞金の支給 

(5) 学生本人が、通学のため学生納付金負担者の住居とは別の住居にて生活をしており、 

当該住居が床上浸水した場合、５万円の見舞金の支給 

 

 

以 上 

本館２階（キャリアサポートセンター内） コピー機１台（プリンタ兼用） 

３号館１階（図書館内） コピー機１台（プリンタ兼用） 

３号館２階廊下 コピー機１台 


